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議案第７２号

訴えの提起について

国家賠償請求事件に関して、次のとおり控訴を提起することについて、

議会の議決を求める。

令和７年１２月３日提出

いなべ市長 日 沖 靖

１ 第１審事件名

津地方裁判所四日市支部 令和７年（ワ）第８３号

国家賠償請求事件

２ 第１審の当事者

原告

被告 いなべ市

３ 第１審事件の概要

市が固定資産税の納税義務者を誤り、納税義務のない原告から固定

資産税を過去１８年度に渡り誤徴収していたことに関し、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第１７条の５の規定に基づき、直近５年度

分の更正及び還付を行ったところ、これを不服として誤納金相当額５

８万６，０００円（後に３７万５，７００円へ縮減）の国家賠償を求め、

市を被告として訴訟を提起したもの

４ 第１審判決の要旨

(1) 被告は、原告に対し、３４万５，７００円及びこれに対する令和

７年４月４日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員
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を支払え。

(2) 原告のその余の請求を棄却する。

(3) 訴訟費用は、これを１０分し、その１を原告の、その余を被告の

負担とする。

(4) この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。

５ 控訴の趣旨

(1) 原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。

(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。

(3) 訴訟費用は、第１審、第２審を通じて被控訴人の負担とする。

６ 控訴をする理由

津地方裁判所四日市支部において標記事件についての第１審判決が

あったが、認容できる内容ではないと判断し、民事訴訟法（平成８年法

律第１０９号）第２８１条に基づき、名古屋高等裁判所に控訴する。

７ 本件に関する取扱い

(1) 本件の訴訟は、弁護士に委任する。

(2) 判決の結果、必要があるときは上告するものとする。

提案理由

令和７年（ワ）第８３号国家賠償請求事件の判決を不服として控訴の

提起をするについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１２号の規定により、議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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